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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　天井面に取り付けられる照明器具であって、
　長尺で筒型形状の灯具本体と、
　前記灯具本体を前記天井面に取り付けるための取付部と、を備え、
　前記灯具本体は、筐体と、光源部と、電源装置と、を有し、
　前記取付部は、前記筐体の長手方向中央に配置され、
　前記光源部は、光源としてＬＥＤを略直線状に配置したモジュール基板を有し、前記筐
体の下面側に前記モジュール基板が配置され、
　前記電源装置は、前記筐体の前記取付部とは重ならない、前記モジュール基板が配置さ
れた面の反対側に配置され、
　前記灯具本体は、前記電源装置と前記天井面との間に空間を有する、
　照明器具。
【請求項２】
　請求項１に記載の照明器具であって、
　前記灯具本体の断面形状が略楕円形状である、
　照明器具。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の照明器具であって、
　前記天井面に配線部品を介して取り付けられる、
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　照明器具。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の照明器具であって、
　リモコン信号による操作が可能であり、
　前記ＬＥＤを配置したモジュール基板上に受光部を設け、
　前記受光部は、前記灯具本体の長手方向の中央付近に配置される、
　照明器具。
【請求項５】
　請求項４に記載の照明器具であって、
　前記灯具本体の長手方向の両端に、エンドキャップを有し、
　前記エンドキャップの一方の天井側にリモコン信号のチャンネル切替スイッチを有する
、
　照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＥＤを光源とする照明器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、低消費電力、長寿命などの利点を有するＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ
　Ｄｉｏｄｅ：発光ダイオード）を光源として用いた、天井に取り付けられる照明器具（
シーリングライト）が種々提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１では、光源にＬＥＤを用いた円形の照明器具（シーリングライト）が開示さ
れている。特許文献１の照明器具は、ＬＥＤ素子実装基板に実装された複数のＬＥＤ素子
を光源として備えるものである。ＬＥＤ素子実装基板は、縦断面がハット形状である略円
形状の放熱板に設けられる。この放熱板の背面側には、天井側に最も近い部材として略円
形状の本体ベースと、該本体ベースと放熱板の間に配置される点灯回路基板を備えている
。特許文献１の照明器具は、家屋の天井面に設けられる引掛シーリング等の屋内配線部品
に係合する取付アダプタを介することによって、外部電源に接続されると共に天井面の所
定位置に固定されるように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－４８１６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に開示された照明器具は、ブラケットなどの支持部材を介さずに照明器具の
灯具本体部分を直接天井に取り付ける円形状の天井直付け型の照明器具であり、照明器具
の扁平な背面側（特許文献１の本体ベース）を天井に近接して取り付けられる。そのため
、天井面と照明器具との間で空気の流れが滞留し易い。すなわち、特許文献１の照明器具
は、照明器具から天井面側（照明器具背面側）へと放出される熱が照明器具背面側の中央
部にこもり易いという課題があった。
【０００６】
　そこで、本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、ＬＥＤを光源とする照明器
具であって、天井面と器具本体との間において空気の流れが滞留することを抑え、良好な
放熱性を有する照明器具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　本発明の解決しようとする課題は以上の如くであり、次にこの課題を解決するための手
段を説明する。
【０００８】
　すなわち、本願に開示する照明器具は、天井面に取り付けられる照明器具であって、長
尺で筒型形状の灯具本体と、前記灯具本体を前記天井面に取り付けるための取付部と、を
備え、前記灯具本体は、筐体と、光源部と、電源装置と、を有し、前記取付部は、前記筐
体の長手方向中央に配置され、前記光源部は、光源としてＬＥＤを略直線状に配置したモ
ジュール基板を有し、前記筐体の下面側に前記モジュール基板が配置され、前記電源装置
は、前記筐体の前記取付部とは重ならない、前記モジュール基板が配置された面の反対側
に配置され、前記灯具本体は、前記電源装置と前記天井面との間に空間を有するものであ
る。
【０００９】
　本願に開示する照明器具は、上記構成を基本として、以下のような態様をとることがで
きる。
【００１０】
　本願に開示する照明器具において、前記灯具本体の断面形状が略楕円形状であることが
好ましい。
【００１１】
　本願に開示する照明器具において、前記照明器具は、前記天井面に配線部品を介して取
り付けられることが好ましい。
【００１２】
　本願に関する照明器具において、リモコン信号による操作が可能であり、前記ＬＥＤを
配置したモジュール基板上に受光部を設け、前記受光部は、前記灯具本体の長手方向の中
央付近に配置されることが好ましい。
【００１３】
　本願に関する照明器具において、前記灯具本体の長手方向の両端に、エンドキャップを
有し、前記エンドキャップの一方の天井側にリモコン信号のチャンネル切替スイッチを有
することが好ましい。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、灯具本体が長尺の筒型形状を有するため、円形状や直方形状等の扁平
な天井直付け型の照明器具よりも、灯具本体と天井の間で空気の流れが滞留することを抑
え、周辺の空気との接触面積を増やせるので、放熱性を高められる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施形態に係る照明器具を斜め下方から見た斜視図。
【図２】同じく照明器具を斜め上方から見た斜視図。
【図３】図２に示すＡ－Ａ線における断面図。
【図４】図３の照明器具の一部を拡大した拡大断面図。
【図５】図２に示すＢ－Ｂ線における断面図。
【図６】筐体にモジュール基板を取り付けた状態を示す説明図。
【図７】図３の照明器具の一部を拡大した部分拡大図。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の実施形態に係る照明器具１１について、図１から図７を用いて説明する。本実
施形態に係る照明器具１１は、光源としてＬＥＤ５３を有し、天井面Ｃに設けられた配線
部品である引掛シーリング１００に取り付けられるシーリングライトである。以下の説明
では、照明器具１１の光を出射する側を照明器具１１の「下面側」（照明器具１１を天井
面Ｃに取り付けた状態では床側）とし、光を出射する側（下面側）の反対側を「上面側」
（照明器具１１を天井面Ｃに取り付けた状態では天井側）として説明する。また、図３に
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示すように、照明器具１１を天井面Ｃに取り付けた場合における鉛直線上の上下方向を照
明器具１１の上下として説明する。
【００１７】
　図１、図２に示すように、照明器具１１は、長尺状かつ筒型形状の灯具本体２１及び取
付部７１を有している。灯具本体２１は、照明器具１１の主たる部分である。取付部７１
は、引掛シーリング１００を介して照明器具１１を天井面Ｃ等に取り付けるための部分で
ある。
【００１８】
　灯具本体２１は、主に筐体３１、光源部５１、電源装置５９、点灯装置（図示せず）、
ケース６１、セード８１及びエンドキャップ９１を有している。灯具本体２１の外形は、
図１、図２に示すように、短手方向の長さに対して長手方向の長さの比率が大きい細長い
長尺状である。灯具本体２１は、図５に示すように、短手方向の断面形状が略楕円形状で
ある。灯具本体２１は、図３に示すように、取付部７１を介して天井面Ｃに取り付けられ
る。灯具本体２１は、天井面Ｃとの間に空間Ｓを有する。
【００１９】
　筐体３１は、中空の長尺状で両端が開放された筒状体からなる。筐体３１は、内部に光
源部５１のＬＥＤ５３を点灯させるための電源装置５９や点灯装置等を収納したケース６
１が収容される部分である。筐体３１は、内部にケース６１を収容するための高さ及び幅
が確保されている。筐体３１は、熱伝導率の高いアルミニウム等の金属素材を用いて形成
されている。筐体３１は、例えば、押出し成形（本実施形態では、アルミ押出し成形）に
より製造することができる。筐体３１は、断面形状が略楕円形状の灯具本体２１の外形の
うち筐体３１の天井側部分（上面側部分）を形成する筐体上部３２と、該筐体上部３２に
連設され、筐体３１の床側部分（下面側）を形成する筐体下部３３とから構成される。
【００２０】
　筐体３１の筐体上部３２は、筐体３１において天井面Ｃに対向する部分である。筐体３
１の筐体上部３２は、その上部において筐体３１の長手方向の全長に亘って延設されると
ともに、断面形状が上方（天井側）に向けて突出した形状を有する。筐体３１の筐体上部
３２は、図５に示すように、筐体３１の短手方向の両側が丸みを帯びた傾斜面と、その傾
斜面との間に挟まれる平坦な面３４を有する形状に形成されている。すなわち、筐体上部
３２は、筐体３１の長手方向の全長に亘って、筐体３１の短手方向の中心に対して対向す
るテーパ面を形成している。このように、筐体３１の上部にテーパ面を有することで、筐
体上部３２（筐体３１）の天井側における空気の流通を遮らないようにしている。筐体上
部３２の両端近傍の上部には、エンドキャップ９１をネジ３７、３８で取り付けるための
ネジ孔（図示せず）が形成されている。
【００２１】
　なお、上記傾斜面については、本実施形態では、湾曲部と傾斜面が連設した形状を構成
しているものであるが特に限定するものではない。例えば、湾曲状、傾斜面状等の空気の
流通を遮らない形状にするとよい。また、図７に示すように、筐体上部３２は平坦な面３
４において取付部材７６とネジ等を用いて固定される。筐体上部３２を平坦な面３４の部
分を用いて取り付けるため、曲面での取り付けと比べて、作業性が高く、さらに取り付け
強度も高い。
【００２２】
　筐体３１の筐体下部３３は、筐体上部３２の短手方向両端に連設し、断面形状が下方（
床側）に向けて突出した部分である。筐体下部３３の表面には、筐体３１（筐体下部３３
）の長手方向の全長に亘ってセード８１を差し込んで保持させる鉤状（Ｌ字状）に突出し
た上溝部３５・３５が形成されている。セード８１は、筐体３１の端部からセード８１の
両端縁が上溝部３５に差し込まれて、筐体３１の下部に固定される。筐体下部３３は、そ
の下部に平坦に形成された短手方向中央部分に、筐体下部３３の長手方向両端に亘って、
光源であるＬＥＤ５３が複数配置されたモジュール基板５４を保持する光源保持部３６を
有する。光源保持部３６は、モジュール基板５４を当接する平坦な部分である光源当接部
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３６ａを有する。さらに、光源当接部３６ａの短手方向両端に対向して設けられているモ
ジュール基板５４及び光源カバー９２を差し込んで保持させる鉤状（Ｌ字状）の下溝部３
６ｂを有する。
【００２３】
　モジュール基板５４及び光源カバー９２は、筐体３１の端部からモジュール基板５４の
両端縁及び光源カバー９２のフランジ部９３が下溝部３６ｂに差し込まれて、光源当接部
３６ａの表面にモジュール基板５４の裏面（ＬＥＤを実装しない面）が当接した状態で、
筐体３１の下部に固定される。光源保持部３６の短手方向両端に隣接する筐体下部３３の
表面３３ａは、ＬＥＤ５３から出射される光を反射する反射面の機能を有する。光源保持
部３６は、ネジ等を用いずにモジュール基板５４と光源カバー９２を取り付けることが可
能であり、作業性及びコスト面で有利となる。光源保持部３６の光源当接部３６ａは、モ
ジュール基板５４で発生した熱を伝えて外部に放出する放熱機能も有する。このため、モ
ジュール基板５４が取り付けられる光源当接部３６ａの表面は、放熱性を確保するために
モジュール基板５４との接触面積が広くなるよう平坦に形成されている。
【００２４】
　筐体３１は、筐体強度と、モジュール基板５４が発する熱を放熱させるための熱伝導性
とを考慮し、アルミニウム等の金属素材を用いて形成されている。尚、筐体３１は、筐体
強度及び放熱性が確保できれば、アルミニウム等の金属材料に限らず、樹脂などの他の材
料、もしくはそれら材料の組み合わせで形成することもできる。
【００２５】
　光源部５１は、床面側に向けて光を出射する部分である。光源部５１は、筐体３１の下
部に設けた光源保持部３６に保持される。光源部５１は、図５に示すように、光源である
複数のモジュール基板５４と、モジュール基板５４の前方（下面側）を覆う略半筒状で透
光性を有する光源カバー９２と、を備える。モジュール基板５４は、平板状（横長状）の
基板上に、この基板の長手方向に点光源である複数のＬＥＤ５３が等間隔かつ略直線状に
基板上に並べられて実装されたものである。
【００２６】
　光源カバー９２は、埃の付着や虫の侵入などを低減し、ＬＥＤ５３を保護するカバーで
あり、その短手方向外縁において外側に突出するフランジ部９３を有する。モジュール基
板５４と光源カバー９２は、モジュール基板５４の両端部と光源カバー９２のフランジ部
９３とを重ね合わせた状態で下溝部３６ｂに嵌合することで光源保持部３６に取り付けら
れる。このため、モジュール基板５４と光源カバー９２の取付の際には、ネジ等の取付部
材を用いることなく、モジュール基板５４と光源カバー９２を筐体３１に取り付けること
ができ、作業性及びコスト面で有利である。モジュール基板５４は、電線（図示せず）を
介して電源装置５９及び点灯装置と電気的に接続されている。なお、本実施形態の照明器
具１１は、その定格光束の範囲（ｌｍ：ルーメン）が３０００以上４４００未満であるが
、これは一例であり、特に限定するものではなく、照らす空間の広さに応じて適宜ＬＥＤ
５３の配置数を設定すればよい。
【００２７】
　モジュール基板５４は、光源保持部３６の光源当接部３６ａに当接して固定されるため
、モジュール基板５４から発生する熱は、筐体３１を構成する光源当接部３６ａ、筐体下
部３３の表面３３ａ、筐体上部３２という順に伝わる。筐体３１に伝わった熱は、筐体３
１の周囲の空気中に放熱される。放熱性をより高めるため、モジュール基板５４と光源当
接部３６ａとの間に熱伝導性シートや放熱グリスを介在させてもよい。なお、本実施形態
では、光源として半導体発光素子であるＬＥＤ５３を用いたが、光源の種類はＬＥＤに限
定されず、例えば有機ＥＬ素子（ＯＬＥＤ）を用いてもよい。
【００２８】
　モジュール基板５４上には、照明用のＬＥＤ５３の他に、照明器具１１の長手方向の中
央（図６に点線で示す中央線Ｌ）近傍に保安灯用のＬＥＤ５５が配置されている。さらに
、モジュール基板５４上には、リモコンの無線信号（本実施形態では赤外線）を受光する
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受光部５６が保安灯用のＬＥＤ５５の隣に設けられている。受光部５６は、灯具本体２１
の長手方向の中央付近（図６に点線で示す中央線Ｌの線上）に配置されている。受光部５
６は、後述する点灯装置に接続される。
【００２９】
　なお、本実施形態の照明器具１１では、ＬＥＤ５３から出射された光をレンズ等を用い
ずに直接利用する構成であるが特に限定するものではない。例えば、モジュール基板５４
とセード８１との間において、レンズや光拡散部材等を設ける構成としてもよい。レンズ
や光拡散部材等を設けることで、モジュール基板５４から出射された光を配光制御して、
照明器具１１から放射される光量や光の広がりを調節することができる。
【００３０】
　モジュール基板５４には、ＬＥＤ５３を点灯させるための電源装置５９や点灯装置（図
示せず）等が電気的に接続される。電源装置５９や点灯装置（図示せず）等は、これらを
収容するケース６１に周囲を覆われた状態で、筐体３１の内部に収容される。
【００３１】
　ケース６１は、断面形状が略四角状の筒状体である。ケース６１は、電源装置５９や点
灯装置（図示せず）等を収容するとともに、これらの周囲を覆うことで、熱伝導性及び電
気的な絶縁性を確保する樹脂製の部材である。すなわち、電源装置５９や点灯装置（図示
せず）等は、ケース６１内に収容されるため筐体３１の内壁と直接接触せず、筐体３１と
一定の距離が保持され、電気的な絶縁性が確保される。ケース６１の内部形状は、その高
さ寸法及び幅寸法を電源装置５９や点灯装置（図示せず）等の高さ寸法及び幅寸法と略同
一になるように形成される。ケース６１の外形は、筐体３１内に嵌合可能に形成される。
電源装置５９や点灯装置（図示せず）等をケース内に収容した状態で筐体３１内に収容す
ることで、電源装置５９及び点灯装置と筐体３１との間の熱伝導性を向上して放熱を助け
るともに、ビス等の取付部材を用いずにケース内に位置決めして固定することができる。
このため、筐体３１に電源装置５９や点灯装置の取付の際には、ネジ等の取付部材を用い
ることなく、筐体３１に取り付けることができ、作業性及びコスト面で有利である。電源
装置５９や点灯装置（図示せず）等は、ケース６１に収容された状態で、筐体３１の一端
側（チャンネル切替スイッチが配置される側）から挿入されて、筐体３１の長手方向中央
と筐体３１の一端との間に配置される。
【００３２】
　セード８１は、筐体３１の下面側を覆うとともに、筐体３１の下部に配置されたモジュ
ール基板５４からの光を透過及び拡散させて、出射面を形成する長尺状で断面視円弧状の
部材である。セード８１は、長手方向の全長が筐体３１の長手方向の全長と略同一である
。セード８１は、その短手方向外縁において内側に突出するフランジ部８２を有する。セ
ード８１は、透光性を有する半透明（例えば、乳白色）のアクリル樹脂素材等で形成され
、筐体３１の端部から上溝部３５にフランジ部８２を差し込んで保持される。セード８１
は、筐体３１の下部に取り付けることで、断面形状が略楕円形状になる。光の拡散を考慮
すれば、筐体３１とセード８１との境界を、略楕円形状の長軸よりも上方の位置になるよ
う形成することが好ましい。
【００３３】
　なお、セードの形状は、本実施形態の形状に限定するものではない。例えば、セードの
断面形状を断面四角状、断面台形状に構成することもできる。また、本実施形態のセード
８１は、筐体３１の端部から上溝部３５にフランジ部８２を挿入しスライドさせて筐体３
１に取り付ける構成であるが特に限定するものではない。例えば、セード８１と同様の外
形形状を有するセードをネジ等の取付部材により筐体３１に取り付ける構成とすることも
できる。また、筒型形状の部材（例えば樹脂部材）において、光出射側を透光性にして筐
体とセードを一体的な部材で構成してもよい。
【００３４】
　電源装置５９は、光源部５１のモジュール基板５４が有するＬＥＤ５３に給電を行って
、ＬＥＤ５３を点灯させるものである。具体的には、電源装置５９は、取付部７１を介し
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て引掛シーリング１００から供給される交流電流を直流電流に変換し、変換後の電流をモ
ジュール基板に実装された複数のＬＥＤ５３に供給する。電源装置５９は、取付部７１と
電線によって電気的に接続されている。電源装置５９にはコネクタ（図示せず）が設けら
れており、照明器具１１を天井に取り付ける際、後述する取付金具７２側のコネクタ（図
示せず）と接続することで、引掛シーリング１００を介して外部電源と電気的に接続され
る。電源装置５９とモジュール基板５４は電線（図示せず）によって電気的に接続される
。
【００３５】
　点灯装置は、モジュール基板５４が有するＬＥＤ５３の点灯を制御するための回路部や
、リモコン（図示せず）からの無線信号（本実施形態では、赤外線による信号）を受信す
るリモコン受信部である受光部５６を備える。受光部５６は、使用者によって操作される
リモコンから送信される無線信号を伝送媒体としたリモコン信号を受信することができる
。リモコンにより受光部５６に所定の信号を送信することで使用者はモジュール基板５４
（ＬＥＤ５３）の点灯、消灯、調光等を遠隔操作できる。電源装置５９及び点灯装置等は
、ケース６１に収容された状態で筐体３１内に配置される。
【００３６】
　エンドキャップ９１は、一対の断面略楕円形状かつ有底筒状の部材であり、セード８１
が取り付けられた筐体３１の長手方向の両端に取り付けられて、セード８１が取り付けら
れた筐体３１の両端部の開放された部分を閉塞するものである。エンドキャップ９１は、
筐体３１の両端部と同様に側面視が略楕円形の形状を有し、セード８１が取り付けられた
筐体３１の両端部にそれぞれ外嵌装着される。すなわち、エンドキャップ９１は、周壁部
９１ａと、周壁部９１ａの一端を閉塞する蓋部９１ｂとからなり、その内壁の形状が略楕
円形状であり、セード８１を取り付けた筐体３１の端部の外形輪郭形状と略同様になって
いる。具体的には、セード８１が取り付けられた筐体３１の両端部に取り付けられる二つ
のエンドキャップ９１は、外形は略同一であるが、チャンネル切替スイッチ９４を有する
側に取り付けられるエンドキャップ９１の周壁部９１ａには、その上部にチャンネル切替
スイッチ９４を挿通して突出させる開口が形成されている。セード８１が取り付けられた
筐体３１の両端部には、一方にはチャンネル切替スイッチ９４を有する側のエンドキャッ
プ９１がネジ３７により取り付けられる。もう一方には、使用者が手で取外し可能である
化粧ネジ３８によりエンドキャップ９１が取り付けられる。
【００３７】
　エンドキャップ９１の一方を化粧ネジでの取り付けにすることで、エンドキャップ９１
とセード８１を容易に着脱でき、使用者が照明器具の掃除や侵入した虫の除去などのメン
テナンスを容易にできる。なお、照明器具１１のメンテナンス方法としては、エンドキャ
ップ９１を固定している化粧ネジ３８を外し、一方のエンドキャップ９１とセード８１を
筐体３１から外し、埃や虫の除去等を行う。筐体３１内に侵入した埃や虫等を除去する際
には、筐体３１のエンドキャップ９１を外した側を下に傾けて埃や虫等を除去する。その
ため、化粧ネジ３８で取り付けるエンドキャップ９１は、電源装置５９を収容していない
側であることが好ましい。
【００３８】
　チャンネル切替スイッチ９４は、リモコンに対応する照明器具１１を設定するためにチ
ャンネルを選択して切り替えるスイッチである。チャンネル切替スイッチ９４は、エンド
キャップ９１の天井側にスイッチ先端が突出した状態で配置される。
【００３９】
　取付部７１は、筐体３１の長手方向中央に配置され、灯具本体２１を天井面Ｃに設けら
れた引掛シーリング１００に機械的及び電気的に取り付けるための部分である。取付部７
１は、取付金具７２、支持部材７３、及び円筒カバー７４を有する。取付金具７２は、取
付部７１の平面視中央部に配置され、天井面Ｃに設けられる引掛シーリング１００に係合
されることにより、引掛シーリング１００に機械的及び電気的に接続されるものである。
【００４０】
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　取付金具７２は、電線７５により電源装置５９に電気的に接続される。支持部材７３の
一端は、筐体３１の長手方向の中央近傍にネジにより固定されるとともに、その他端は取
付金具７２の側部に固定される。なお、本実施例では配線部品として引掛シーリング１０
０を用いたが、これに限らず引掛ローゼットなどの配線部品を用いても良い。円筒カバー
７４は、取付金具７２、支持部材７３の周囲を一対の半筒状の部材を組み付けることで覆
い、取付金具７２、支持部材７３を使用者から見えないようにするものである。円筒カバ
ー７４は、プラスチック樹脂素材を用いて形成されている。
【００４１】
　以上説明した本実施形態に係る照明器具１１によれば、灯具本体２１が長尺の筒型形状
を有し、かつ灯具本体２１が天井面Ｃとの間に空間Ｓを有する。そのため、円形状や直方
形状等の扁平な天井直付け型の照明器具よりも、灯具本体２１の天井面Ｃ側で空気の流れ
が滞留することを抑え、周辺の空気との接触面積を増やせるので、放熱性を高められる。
さらに、灯具本体２１の断面形状を略楕円形状とすることで、灯具本体２１と天井面Ｃの
間の空気の流れが滞留することをより抑えることができ、周辺の空気との接触面積を増や
せるので、放熱性をさらに高められる。
【００４２】
　すなわち、照明器具１１によれば、天井面Ｃと照明器具１１の背面側との間で空気の流
れが滞留することを防ぎ、筐体３１から天井面側（器具背面側）へと放出される熱が照明
器具１１背面側の中央部にこもることを抑え、放熱性が良好である。さらに、照明器具１
１のように、灯具本体２１の断面形状が略楕円形状にすることで、灯具本体２１の短手方
向の空気抵抗が低減し、空気の流れがスムーズになる。つまり、灯具本体２１の天井側の
通風性（空気の流動性）がより良くなり、放熱性を高められる。
【００４３】
　また、特許文献１の図３Ｂ、図４に示すように、特許文献１に記載の照明器具では、円
形状の照明器具の外周縁近傍、換言すれば器具の中央から偏向した位置に、モジュール基
板とは別の基板を用いて、リモコン受信部（受光部）がモジュール基板を取り付ける放熱
板の内部に設けられている。
【００４４】
　このような位置にリモコン受信部（受光部）を備えた照明器具では、リモコン受信部（
受光部）の受信感度を確保するために、放熱板に穴を設けるなど加工が必要であった。ま
た、リモコン受信部（受光部）が設けられている側と設けられていない側からのリモコン
信号の受信感度にバラつきが生じる可能性があった。これに対して本実施形態に係る照明
器具１１では、ＬＥＤ５３を配置したモジュール基板５４上に受光部５６を設けるため、
受光部５６が床側方向からのリモコン信号を受信しやすい。また、受光部５６が灯具本体
２１の中央付近に配置されているため、灯具本体２１の全方向からのリモコン信号の受信
感度を均一にすることができる。加えて、モジュール基板５４上に受光部５６を配置する
ことによって、別基板を要せずコスト面でも有利となる。
【００４５】
　本実施形態では、光源として直線状にＬＥＤ５３が配置された、灯具本体２１の長手方
向と同程度の長さの長尺状のモジュール基板５４を用いるため、灯具本体２１の中央付近
に保安灯５５や受光部５６を中央配置することが容易である。保安灯用のＬＥＤ５５や受
光部５６を照明器具の中央配置させるために、別基板を要せずコスト面でも有利となる。
本実施形態に係る照明器具１１では、保安灯５５に隣接して受光部５６を設けている。こ
れにより、例えば、暗い部屋でも保安灯５５の光の方向にリモコンを向けて操作すればよ
く、容易に照明器具１１の点灯操作できる。
【００４６】
　なお、本実施形態のように灯具本体２１の長手方向と同程度の長さのモジュール基板に
限らず、矩形のモジュール基板を複数枚直線状に配置してもよい。例えば、灯具本体２１
の長手方向の長さの三分の一程度の長さを有するモジュール基板を３枚、直線状に配置し
てもよい。この場合、灯具本体２１の長さなど仕様変更に対応しやすく、また、モジュー
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とで、モジュール基板１枚あたりの長さを短くできるので、長尺のモジュール基板に比べ
て撓みにくくなる。したがって、運搬時や照明器具の組立時などにおいてモジュール基板
に曲げ応力がかかりにくくなるため、モジュール基板の損傷や塑性変形などを抑えること
ができる。
【００４７】
　また、従来チャンネル切替スイッチは、目立たないようにするため、セードを覆ったと
きに見えなくなるように配置されている。そのため、チャンネル切替を行う際にはセード
を取り外す必要があった。これに対して本実施形態に係る照明器具１１では、エンドキャ
ップ９１の天井面Ｃ側にチャンネル切替スイッチ９４を設けることによって、チャンネル
切替スイッチ９４を目立たせずに、使用者がチャンネル切替を容易に行うことができる。
【００４８】
　本実施形態の照明器具１１は、長方形状の部屋に取り付けた場合、円形のシーリングラ
イトと比較して部屋の隅まで照らすことができる。照明器具の長手方向と部屋の長手方向
を揃えることが好ましい。
【００４９】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるもの
ではなく、様々な変更が可能である。例えば、照明器具１１はシーリングライトの他、ペ
ンダントライト等に適用してもよい。
【符号の説明】
【００５０】
　１１　　照明器具
　２１　　灯具本体
　５１　　光源部
　５３　　ＬＥＤ
　５４　　モジュール基板
　５６　　受光部
　１００　配線部品（引掛シーリング）
　Ｃ　　　天井面
　Ｓ　　　空間
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